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表１　税率等改定表
課税限度額平等割額均等割額所得割率年度
５１万円

６,８００円２５,８００円４.４２%
２６

医療分
５２万円２７
１６万円

２,７００円１０,６００円１.９0%
２６後期高齢

者支援分 １７万円２７
１４万円

４,５００円９,０００円１.４３%
２６

介護分
１６万円２７

「
公
共
施
設
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
方

「
公
共
施
設
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針針

　
検
討
委
員
会
」市
民
委
員
を
募
集
し
ま

検
討
委
員
会
」市
民
委
員
を
募
集
し
ま
すす

公
共
施
設
白
書
を
公
表
し
ま

公
共
施
設
白
書
を
公
表
し
ま
すす

納
税
通
知
書（
普
通
徴
収
分
）を
発
送
し
ま
す

　

年
度

２７

市
民
税
・
都
民

市
民
税
・
都
民
税税

資料　国民健康保険税算定例

軽減
保険税額

収入など
の状況世帯構成例 ２６年度

→２７年度

７割１万３,６００円
→１万３,６００円

年金収入
１５０万円

６８歳、１人で
加入１

２割　
→５割

６万７,５００円
→４万９,６００円

給与収入
１２４万円

４５歳、１人で
加入２

軽減なし
→２割　

１５万１,１００円
→１３万４,６００円

年金収入
２６２万円

６８歳、６５歳の
夫婦で加入３

２４万１,２００円
→２４万１,２００円

給与収入
３５０万円

３９歳、３３歳、７
歳の家族３人
で加入

４

４２万円
→４２万円

給与収入
５００万円

４０歳、４５歳、１０
歳、７歳の家
族４人で加入

５

　
市
で
は
、
保
有
す
る
公
共
施
設

の
現
状
と
課
題
を
取
り
ま
と
め
た

「
公
共
施
設
白
書
」
を
作
成
し
ま

し
た
。
今
後
、
市
民
の
皆
さ
ん
と

の
共
通
認
識
を
図
り
な
が
ら
、
公

共
施
設
の
老
朽
化
な
ど
に
伴
う
課

題
の
解
決
に
向
け
、
具
体
的
な
取

り
組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

作

成

の

背

景

　
公
共
施
設
の
老
朽
化
問
題
は
、

昨
今
社
会
的
に
も
注
目
を
集
め
て

お
り
、
経
年
劣
化
に
よ
る
事
故
も

目
立
ち
始
め
て
い
ま
す
。
公
共
施

設
の
機
能
を
適
正
に
保
ち
、
安
全

に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

は
、
国
や
地
方
自
治
体
の
大
き
な

責
務
で
も
あ
り
ま
す
。

　
昭
和　
年
代
初
頭
か
ら
の
経
済

３０

政
策
に
伴
い
、
東
京
圏
を
中
心
と

す
る
産
業
振
興
と
労
働
力
の
確
保

に
よ
り
人
口
が
流
入
し
、
大
規
模

な
団
地
が
相
次
い
で
建
設
さ
れ
、

首
都
圏
近
郊
の
住
宅
都
市
と
し
て

発
展
し
て
き
ま
し
た
。
市
で
は
、

こ
う
し
た
「
ま
ち
」
の
発
展
に
伴

い
、
昭
和　
年
代
後
半
か
ら
、
教

３０

育
施
設
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の

公
共
施
設
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
の
時
代
に

入
る
と
、
人
口
の
増
加
に
陰
り
が

見
え
は
じ
め
、
全
国
的
な
人
口
減

少
と
少
子
高
齢
化
の
進
展
は
、
首

都
圏
近
郊
の
本
市
で
あ
っ
て
も
、

持
続
的
な
成
長
を
続
け
る
こ
と
は

容
易
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て

い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
中
、

こ
れ
ま
で
整
備
し
て
き
た
公
共
施

設
に
つ
い
て
、
今
後
は
時
代
の
変

化
に
合
わ
せ
た
施
設
の
あ
り
方
や

将
来
的
な
財
政
負
担
を
考
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

白
書
か
ら
見
え
る
課
題

　
今
後
は
人
口
減
少
が
続
き
、　
３０

年
後
に
は
、
お
よ
そ
２
万
人
が
減

少
す
る
と
推
計
さ
れ
ま
す
▼
担
税

世
代
の
減
少
に
伴
い
税
収
は
縮
減

す
る
一
方
、
高
齢
化
を
背
景
と
し

た
社
会
保
障
関
連
経
費
な
ど
の
負

担
の
増
大
が
見
込
ま
れ
ま
す
▼
昭

和　
年
以
前
に
竣
工
し
た
建
築
物

５６
の
延
床
面
積
は
全
体
の
約
７
割
と

築　
年
以
上
経
過
し
て
い
る
施
設

３０
が
多
い
状
況
に
あ
り
ま
す
▼
地
域

ご
と
に
必
要
と
さ
れ
る
施
設
の
量

や
機
能
の
変
化
の
度
合
い
が
異
な

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
▼
公
共

施
設
の
維
持
管
理
・
運
営
に
掛
か

る
年
間
経
費
は
約　
億
円
で
歳
出

５６

総
額
の
約　
％
を
占
め
て
い
ま
す

１５

▼
今
後　
年
間
で
必
要
と
な
る
公

３０

共
施
設
の
更
新
費
用
は
、
総
額
約

６
２
４
億
円
と
試
算
さ
れ
ま
す

　
公
共
施
設
白
書
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
各
図
書
館
、
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
２
階
）
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
行
政
管
理
課
☎
４
７

０
・
８
０
３
１
へ
。

　
東
久
留
米
市
国
民
健
康
保
険
で

は
、現
在
服
用
し
て
い
る
新
薬（
先

発
医
薬
品
）
か
ら
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
に
切
り

替
え
た
場
合
、
薬
代
の
自
己
負
担

額
が
ど
の
く
ら
い
軽
減
で
き
る
か

を
試
算
し
た
通
知
書
を
対
象
者
に

送
付
し
ま
す
。
切
り
替
え
の
参
考

資
料
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】東
久
留
米
市
の
保
険
証

を
使
用
し
て
、
薬
の
処
方
を
受
け

て
い
て
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
切
り
替
え
る
こ
と
で
、
薬
代
の

自
己
負
担
額
を
一
定
金
額
以
上
軽

減
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る　
歳
以

３０

上
の
方

　
【
発
送
時
期
】６
月（
２
月
処
方

分
）
～　
月
（
７
月
処
方
分
）

１１

　
【
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
注

意
点
】
薬
の
価
格
が
下
が
っ
て
も
、

技
術
料
や
管
理
料
な
ど
薬
以
外
の

料
金
に
よ
っ
て
自
己
負
担
の
総
額

が
軽
減
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
▼
す
べ
て
の
薬
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
▼
処
方
せ
ん
に
変
更
不
可

の
印
（
チ
ェ
ッ
ク
）
が
あ
る
薬
は

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
▼
特
に
ア

レ
ル
ギ
ー
体
質
の
方
は
、
か
か
り

つ
け
の
医
師
や
薬
局
の
薬
剤
師
と

十
分
相
談
し
て
く
だ
さ
い

　
【
問
い
合
わ
せ
先
】ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
利
用
通
知
書
に
関
す
る

質
問
は
、
同
通
知
書
に
記
載
の
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

　
　
年
第
２
回
市
議
会
定
例

２７
会
が
６
月
９
日
（
火
）
～　
２９

日
（
月
）
の
日
程
で
開
催
の

予
定
で
す
。
一
般
質
問
が　
１１

日
（
木
）
～　
日
（
火
）、
常

１６

任
委
員
会
が　
日
（
木
）・　

１８

１９

日（
金
）、予
算
特
別
委
員
会

が　
日
（
月
）
の
予
定
で
す
。

２２
　
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
☎

４
７
０
・
７
７
８
９
へ
。

第
２
回
市
議
会
定
例
会

を
開
催
し
ま
す

　
公
共
施
設
白
書
の
取
り
ま
と
め

を
受
け
、
今
年
度
は
学
識
経
験
者

や
市
民
の
皆
さ
ん
に
よ
る
検
討
委

員
会
を
設
置
し
、
将
来
に
わ
た
っ

て
公
共
施
設
を
効
率
的
に
活
用
し

て
い
く
た
め
の
基
本
的
な
方
針
に

つ
い
て
検
討
す
る
予
定
で
す
。
つ

き
ま
し
て
は
、
市
民
委
員
を
募
集

し
ま
す
の
で
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　
【
募
集
人
数
】
３
人

　
【
応
募
資
格
】　
年
４
月
１
日
現

２７

在
、
１
年
以
上
市
内
に
居
住
す
る

　
歳
以
上
の
方

２０
　
【
任
期
】
１
年

　
【
報
償
】会
議
に
出
席
し
た
場
合

に
所
定
の
謝
金
を
支
給

　
【
選
考
方
法
】
応
募
動
機
、
年
齢
、

性
別
な
ど
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て

選
考
し
ま
す
。
選
考
結
果
は
郵
送

で
応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

　
※
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　
【
応
募
方
法
】６
月　
日（
月
）午

１５

後
５
時
ま
で
に
（
必
着
）、「
公
共

施
設
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
方

針
検
討
委
員
希
望
」
と
明
記
し
、

応
募
動
機
を
４
０
０
字
程
度
に
ま

と
め
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性

別
・
職
業
・
電
話
番
号
を
記
入
し

た
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

取
得
で
き
ま
す
が
、
任
意
の
用
紙

で
も
構
い
ま
せ
ん
）を
〒
２
０
３
倆

８
５
５
５
、
市
役
所
行
政
管
理
課

宛
て
郵
送
、同
課（
市
役
所
４
階
）

へ
直
接
持
参
（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）、フ
ァ
ク
ス（
４
７

０・７
８
０
４
）ま
た
は
電
子
メ
ー

ル（gyoseikanri@
cit

            
   y  .higashi

        

kurum
e.lg.j

     
      p  
）
で
送
信
し
て
く

だ
さ
い

　
【
会
議
日
程
】第
１
回
会
議
を
７

月
中
、
そ
の
後
、　

年
２
月
頃
ま

２８

で
に
５
回
開
催
す
る
予
定
で
す
。

　
※
会
議
日
程
な
ど
は
委
員
と
調

整
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　
【
検
討
テ
ー
マ
（
予
定
）】
人
口

減
少
や
年
齢
構
成
の
変
化
に
対
応

し
た
公
共
施
設
の
規
模
、
機
能
の

見
直
し
▼
地
域
特
性
に
合
わ
せ
た

施
設
配
置
、
施
設
運
営
経
費
の
縮

減
に
向
け
た
手
法
▼
既
存
施
設
の

有
効
活
用
策
▼
老
朽
化
対
策
や
施

設
更
新
に
備
え
た
財
源
の
確
保
策

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
８

０
３
１
へ
。

　
　
年
度
市
民
税
・
都
民
税
の
納

２７
税
通
知
書
を
６
月　
日
（
水
）
に

１０

発
送
し
ま
す
。
今
回
発
送
す
る
納

税
通
知
書
は
、
市
民
税
・
都
民
税

を
個
人
で
納
付
（
普
通
徴
収
）
す

る
方
が
対
象
で
す
。

対
象
と
な
る
方

　
①　
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告

２６

書
ま
た
は　
年
度
市
民
税
・
都
民

２７

税
申
告
書
を
提
出
し
た
方

　
②　
年
分
の
給
与
収
入
や
公
的

２６

年
金
な
ど
の
支
払
報
告
書
が
勤
務

先
な
ど
か
ら
市
役
所
へ
提
出
さ
れ
、

市
民
税
・
都
民
税
を
個
人
で
納
付

す
る
方

対
象
と
な
ら
な
い
方

　
①
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
で

も
、
市
民
税
・
都
民
税
の
年
税
額

の
全
て
を
給
与
か
ら
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
す
る
方
②
税
法
上
、
市

民
税
・
都
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い

方
（
非
課
税
者
）

給
与
天
引
き
し
て
い
る

方
で
、
納
税
通
知
書
が

届

く

場

合

　
給
与
か
ら
天
引
き（
特
別
徴
収
）

し
て
い
る
会
社
以
外
の
収
入
（
前

職
分
の
給
与
や
年
金
・
不
動
産
な

ど
の
副
収
入
）
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
を
、
個
人
で
納
付
（
普
通

徴
収
）
す
る
方
に
発
送
し
ま
す
。

公
的
年
金
か
ら
の
天
引

き
が
中
止
に
な
る
方

　
市
民
税
・
都
民
税
を
公
的
年
金

か
ら
の
天
引
き
で
納
め
て
い
た
だ

く
方
の　
年
度
市
民
税
・
都
民
税

２７

の
税
額
が
、　

年
度
分
か
ら
大
幅

２６

に
減
少
し
た
場
合
、
公
的
年
金
か

ら
の
天
引
き
が

８
月
か
ら
中
止

に
な
り
ま
す
。そ

の
際
、年
税
額
と

徴
収
額
に
差
額

が
発
生
し
個
人
納
付（
普
通
徴
収
）

と
な
る
場
合
や
、
納
め
過
ぎ
が
発

生
し
還
付
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
前
記
に
該
当
す
る
方

は
納
税
通
知
書
の
備
考
欄
に
「
公

的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
を
８
月

よ
り
中
止
し
ま
す
」
と
記
載
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
還
付
と
な
る
場

合
は
納
税
課
か
ら
後
日
通
知
を
し

ま
す
。

　

歳
未
満
で
公
的
年
金

６５と
給
与
所
得
が
あ
る
方

　
　
歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
の

６５
所
得
と
給
与
所
得
が
あ
り
、
給
与

所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民
税
が

給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

は
、
公
的
年
金
な
ど
の
所
得
と
合

わ
せ
て
給
与
か
ら
天
引
き
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、

勤
務
先
の
担
当
者
に
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。
勤
務
先
か
ら
の
特
別

徴
収
へ
の
切
り
替
え
申
請
に
基
づ

き
処
理
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
給

与
所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民
税

の
納
付
方
法
が
個
人
納
付
（
普
通

徴
収
）
の
方
は
取
り
扱
い
に
変
更

あ
り
ま
せ
ん
。

市
民
税
の
税
率

　
東
久
留
米
市
の
個
人
市
民
税
の

税
率
は
標
準
税
率
を
使
用
し
、
均

等
割
が
３
５
０
０
円
、
所
得
割
の

税
率
は
６
％
で
す
。
な
お
、
一
部

（
財
政
再
建
団
体
お
よ
び
環
境
保

全
税
な
ど
、
超
過
税
率
を
採
用
し

て
い
る
団
体
）
を
除
く
他
団
体
も

同
様
に
標
準
税
率
を
使
用
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
分
離
課
税
の
税
率

に
つ
い
て
も
他
団
体
と
同
様
の
税

率
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】　

年
度
の
課
税・非

２７

課
税
証
明
書
は
６
月　
日
（
水
）

１０

か
ら
発
行
し
ま
す

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

の
被
保
険
者
数
に
応
じ
て
計
算
▼

平
等
割
＝
世
帯
ご
と
に
計
算

　

年
度
の
変
更
点

２７
　
◎
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ
＝

上
表
１
の
通
り

　
◎
軽
減
判
定
所
得
の
見
直
し
＝

５
割
・
２
割
軽
減
判
定
所
得
の
基

準
を
、
経
済
動
向
を
踏
ま
え
て
見

直
し
、
基
準
を
緩
和
し
ま
し
た
。。

　
◎
引
き
上
げ
総
額
約
５
０
０
万

円
の
改
定
＝
課
税
限
度
額
の
引
き

上
げ
な
ど
に
よ
る
（
１
人
当
た
り

約
１
３
２
円
）

国
保
事
業
の
健
全
運
営

に

向

け

て

　
時
代
の
変
化
に
対
応
し
将
来
に

わ
た
っ
て
安
定
し
た
国
保
事
業
の

運
営
が
で
き
る
よ
う
に
、
課
税
限

度
額
な
ど
を
改
定
し
ま
し
た
。
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

高
齢
者
支
援
金
等
お
よ
び
介
護
納

付
金
の
支
払
い
に
充
て
る
財
源
が

約
１
億
５
０
０
０
万
円
不
足
す
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
す
べ
て
を
保
険
税
の
引
き
上
げ

に
よ
っ
て
補
う
と
、
１
人
平
均
で

年
間
４
０
０
０
円
以
上
の
保
険
税

の
引
き
上
げ
が
必
要
と
な
り
ま
す

が
、
今
年
度
は
財
源
不
足
額
を
国

民
健
康
保
険
事
業
運
営
基
金
（
貯

金
）
の
取
り
崩
し
と
、
国
基
準
に

合
わ
せ
た
課
税
限
度
額
の
引
き
上

げ
で
補
い
、
所
得
割
率
・
均
等
割

額
・
平
等
割
額
の
改
定
は
見
送
り

ま
し
た
（
上
表
１
参
照
）。

国
保
税
の
算
定
方
法

　
国
保
税
は
、
負
担
能
力
に
応
じ

て
算
出
さ
れ
る
応
能
割（
所
得
割
）

と
、
受
益
者
負
担
の
意
味
合
い
か

ら
負
担
い
た
だ
く
応
益
割
（
均
等

割
、
世
帯
別
平
等
割
）
の
合
算
に

よ
っ
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
◎
応
能
割
（
所
得
割
）
＝
世
帯

の
所
得
に
応
じ
て
計
算

　
◎
応
益
割
（
均
等
割
）
＝
世
帯

て
い
た
だ
く
国
保
税
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
近
年
の
急

速
な
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度

化
に
よ
り
、
極
め
て
厳
し
い
財
政

運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

年
度
国
保
税
の

２７税
率
改
定
に
つ
い
て

　
　
年
度
は
療
養
給
付
費
、
後
期

２７

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

利
用
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

年
度
国
民
健
康
保
険

　

年
度
国
民
健
康
保
険
税税（
国
保
税
）

（
国
保
税
）のの

２７２７税
率
な
ど
が
改
定
に
な
り
ま

税
率
な
ど
が
改
定
に
な
り
ま
すす

～
厳
し
い
国
保
財
政
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を

～
厳
し
い
国
保
財
政
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を
～～

る
よ
う
に
保
険
と
し
て
制
度
化
さ

れ
た
も
の
で
す
。

　
国
保
制
度
は
財
源
を
国
や
都
な

ど
の
公
費
と
、
加
入
者
か
ら
納
め

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
、
加

入
す
る
皆
さ
ん
が
経
済
的
負
担
を

抑
え
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ


